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2はじめに

◼ 応札不足対応である取引スケジュール変更については、第37回本小委員会（2023年3月28日）において、電力
需給調整力取引所の取引会員に対して行ったアンケート結果について報告を行った。

◼ 本アンケート結果において、前日取引化の方がより大きな効果が期待でき、かつ、大半の取引会員から対応可能と
回答があったことから、まずは2026年度に前日取引化を実現することを目指し、引き続き国と連携の上、検討を行う
こととした。

◼ また、検討にあたっては、本アンケートにおいて対応が難しいとの回答があった調整力提供者についてはヒアリング等を
実施し、より詳細な状況把握を行うとしていたところ。

◼ 今回、前日取引化に関して、対応が難しいとの回答があった調整力提供者へのヒアリングを行ったため、その結果の
ご報告、および頂いたご意見に対する検討を行ったため、ご議論いただきたい。



3（参考） 需給調整市場における検討課題について

出所）第38回需給調整市場検討小委員会（2023年4月26日）参考資料1をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_38_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_38_haifu.html


4（参考） 取引会員へのアンケート結果（第37回本小委員会）

出所）第37回需給調整市場検討小委員会（2023年3月28日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_37_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_37_haifu.html


5（参考） 応札不足への取り組みについて

出所）第37回需給調整市場検討小委員会（2023年3月28日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_37_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_37_haifu.html


6（参考） 応札不足に関する全体スケジュール

出所）第37回需給調整市場検討小委員会（2023年3月28日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_37_haifu.html

◼ システム改修については、広域システム側での対応等、2026年度から実現可能かについて引き続き深掘り検討中。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_37_haifu.html
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9取引スケジュール変更に関する検討状況

◼ これまでの検討において、まずは2026年度に前日取引化を実現することを目指し、検討を進める上で対応が難しい
との回答があった調整力提供者についてはヒアリング等を実施し、より詳細な状況把握を行うとしていた。

◼ また、ヒアリングにおいては後述のとおり、前日14時の応札締切時間の後ろ倒し、同時市場も踏まえた検討の必要性、
ならびに需給調整市場への複数時間指定入札（以降、ブロック入札）の導入についてのご意見も頂いたところ。

◼ これらを踏まえ、下記の論点①～論点④について検討を行った。

項目 第37回本小委員会までの整理事項 今回の論点

起動特性 当面まずもっては容量市場リクワイアメントにおいて、起動特性に関する課題は対応可能 －

リソースの事前確保 起動済リソースの持ち下げ供出分ΔkWも期待でき、追加起動が可能であれば対応可能 －

システム・業務制約
（BG）

システム面 一部の調整力提供者は2026年度初めからの対応が困難
論点①

ヒアリング結果を踏まえ
どのように対応するか

業務量 一部の調整力提供者が応札に間に合わない可能性あり

振り分け入札 一部の調整力提供者が対応不可

システム・業務制約
（TSO）

システム面 2026年度初めから対応可能となる見込み －

【前日取引化の検討状況】

ヒアリングにおけるご意見 今回の論点

前日14時の応札締切時間を後ろ倒しすることはできないか 論点② どのように検討を進めるか

同時市場についての議論も行われていることから、これも含めた検討が必要ではないか
論点③ 同時市場との関係性を

どのように考えるか

応札不足解消の観点から、需給調整市場へのブロック入札導入についての議論も進めるべきではないか 論点④ ブロック入札をどうするか

【ヒアリング結果に基づく追加検討】
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11論点① 調整力提供者へのヒアリングについて

◼ 第37回本小委員会においてご報告したアンケート結果のとおり、「システム面」・「業務量」や「振り分け入札の可否」
について、一部の調整力提供者から対応が難しいとのご意見をいただいており、より詳細な状況把握が必要となって
いるところ。

◼ このため、資源エネルギー庁とともに、アンケート結果において、「システム面」・「業務量」・「振り分け入札」について
対応が難しいとのご意見があった調整力提供者を対象に、詳細把握を目的としてヒアリング調査を実施した。

【主なヒアリング項目】
Ⅰ システム面

・個別事情やクリティカルな問題点はあるか
・問題点を解決する術はないか

Ⅱ 業務量
・個別事情やクリティカルな問題点はあるか
・問題点を解決する術はないか

Ⅲ 振り分け入札
・個別事情やクリティカルな問題点はあるか
・問題点を解決する術はないか

Ⅳ その他、意見交換



12（Ⅰ）システム面について（ヒアリング結果）

◼ システム面に関しては、 第37回本小委員会における2026年度に前日取引化を実現することを目指す旨の決定を
受け、詳細検討を行った結果として、2026年度から対応可能となる見込みとのご意見であった。

◼ 一方で、複数の調整力提供者から、2026年度からの対応（システム運開）を考えた場合、早期にシステム改修の
仕様を確定することが条件とのご意見も頂いたところ。

◼ こういったご意見を踏まえると、一般送配電事業者と連携し早期にシステム改修の仕様を提示することが重要であり、
これらを条件に、システム面での対応は可能になると考えられる。

【システム面に対するご意見】

・第37回本小委員会を受けて、詳細検討を行った結果としては、2026年度から対応可能となる見込みだが、
システム開発メーカーを含めた検討はできておらず、仕様変更があった場合等は改修期間が延びる可能性がある

・システム改修の仕様確定を速やかに進めてほしい

・現在、2024年度からの高速商品の開発にリソースを割いており、開発リソースが少ない



13（参考） アンケート結果（システム面）

出所）第37回需給調整市場検討小委員会（2023年3月28日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_37_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_37_haifu.html


14（Ⅱ）業務量について（ヒアリング結果）

◼ 業務量の観点からは、現在、人間系で対応している部分も多く、対応に時間を要しているとのご意見であった。

◼ これらについては、部分的にシステム化を行うことにより改善の余地はある一方、人間系でのチェック（承認）もあり、
一連の業務全てをシステム化することは難しいとのご意見であった。

◼ また、具体的な業務フローが見えてくることで、事業者としても検討が進むとのご意見も頂いた（次頁参照）。

◼ 総じて、スケジュールがタイトなため、前日14時の応札締切時間の後ろ倒しの検討要望があったところ。

【業務面に対するご意見】

・需給バランスの作成や供出可能量の算定を人間系で行っており、時間を要している。2024年度からの高速商品
の運開に向けた対応にリソースを割いており、システム化が進んでいない。システム化ができた場合は改善される
見込みだが、需給バランスの作成は過去にもシステム化を試みたが上手くいかなかったこともあり、システム化により、
どこまで改善されるか、定かではない

・供出可能量の算定を人間系で行っており、かつ人間系でのダブルチェックにも重きを置いているため、時間を要して
いる。システム化により改善の余地はあるが、厳格な対応を求められており、人間系でのチェックも一定程度は必要
であることから、現時点で間に合うとは言い切れない

・具体的な業務フローが見えないため、検討するにあたり難しい部分がある。これらが見えてくると事業者としては検討
が進むと考えている

・スケジュールがタイトなため、前日14時の応札締切時間を後ろ倒しすることも検討していただきたい



15

前週 前々日 前日 当日

AM PM

変更前

変更後

業務量について（具体的な業務フロー）

◼ 事業者ニーズを踏まえ、週間取引を前日取引とした場合の業務フローを見える化すると、以下のとおり。

一次～三次①
入札

一次～三次①
供出量算出

FIT特例①
通知

6時

SP供出量
検討

10時

SP
入札

SP
約定

12時

BG翌日計画
締切

14時

三次②
入札

三次②
供出量算定

15時

三次②
約定

SP後バランス
翌日計画策定

SP約定
処理

三次②約定
処理

17時

時間前
開場

バランス見直し
時間前検討

17時

再エネ等
抑制指示

17.5時

TSO翌日バランス
検討

FIT特例①
通知

6時

SP供出量
検討

10時

SP
入札

SP
約定

12時

翌日計画
締切

14時

一次～三次①
三次②入札

一次～三次①
・三次②
供出量算定
振り分け検討

15時

一次～三次①
三次②約定

SP後バランス
翌日計画策定

SP約定
処理 一次～三次①

・三次②
約定処理

17時

時間前
開場

GC

時間前取引

TSO翌日バランス
優先給電ルール対応

TSO計画
締切

TSO翌日
計画策定

17時

再エネ等
抑制指示

17.5時

TSO翌日バランス
検討

TSO翌日バランス
優先給電ルール対応

TSO計画
締切

TSO翌日
計画提出

GC

時間前取引

変更

3.5h程度

3.5h程度

一次～三次①
入札

バランス見直し
時間前検討



16（参考） アンケート結果（業務量） （１／２）

出所）第37回需給調整市場検討小委員会（2023年3月28日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_37_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_37_haifu.html


17（参考） アンケート結果（業務量） （２／２）

出所）第37回需給調整市場検討小委員会（2023年3月28日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_37_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_37_haifu.html


18（Ⅲ）振り分け入札について（ヒアリング結果）

◼ 振り分け入札についても、人間系で行うことを前提としているため、現状では対応が難しいとのご意見であった。

◼ 一方で、システム化、あるいは非効率的になる（供出可能量自体は増えるものの、必ずしも最経済にはならない）
ことを許容して一定の割り切りを行うことで、振り分け入札を行うことは可能になるとのご意見も頂いた。

◼ この点については、第37回本小委員会においても、非効率的になる可能性があるとの意見はもっともである、といった
ご意見も頂いたところ。

◼ これらを踏まえると、振り分け入札に伴い、一定の非効率が発生したとしても、需給変動リスクの低減等に伴う供出
可能量増加自体は達成できる（応札不足解消による便益が上回る）と考えられることから、システム化、あるいは
一定の割り切りを行うことによって、振り分け入札の実現を目指すこととしてはどうか。

【振り分け入札に対するご意見】

・人間系での対応を前提としていたが、システム化を行うことで対応は可能となる

・一定の割り切りのもと、振り分けを行うのであれば、人間系でも対応可能（システム化でも割り切り自体は必要）



19（参考） 振り分け入札における割り切りの一例

◼ 実務対応においては、調整力提供者毎に入札量の算出手順が異なり、かつ募集量の多寡等によっても、割り切り
方法は変わってくると考えられる。

◼ このため、割り切り方法を一概に定めることは難しいものの、例えば以下のように一定の割り切りのもと、入札可能量
を分類し、振り分けて入札する方法もやむを得ないと考えられるか。

＜割り切り例※＞

8 9 13 14 [円/kWh]

[kWh]

（SP約定後）

8 9 13 14 [円/kWh]

[kWh]

（供出可能量算定時）

追加並列

：SP約定時の余力 ：BS機を追加並列することにより発生した余力（持ち下げ分含む）

※あくまで一例のであり、実際は業務実態に沿った割り切りとなる。

一次～三次①へ
入札

三次②へ入札



20（参考） アンケート結果（振り分け入札）

出所）第37回需給調整市場検討小委員会（2023年3月28日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_37_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_37_haifu.html


21（Ⅳ）その他のご意見

◼ その他、ヒアリング項目以外のご意見として、調整力提供者のシステム改修に要した費用の回収（転嫁）方法、
将来の同時市場との関係性を踏まえた検討の必要性、ならびにブロック入札の導入のご意見も頂いた。

【ヒアリング項目以外のご意見】

・システム改修に要した費用を、入札価格に転嫁することができないため、システム改修については慎重に検討する
必要があると考えている。調整力提供者からすると、システム改修費用を回収（転嫁）できるかの懸念がある。

・同時市場についての議論も進んでおり、本施策の実施期間が短くなり、非効率的な取り組みにならないかの懸念
がある。同時市場を踏まえた検討が必要ではないか。

・システム改修を行うのであれば、本制度を長く続けて欲しい。同時市場の議論も行われており、短期間でまた変更
となることを懸念している。

・30分ブロック化によって、歯抜け約定（起動費回収漏れ）のリスクが高まるため、ブロック入札を導入してほしい。



22ヒアリング結果まとめ

◼ 「システム面」と「振り分け入札」については、システム改修要件の早期提示や一定の割り切り等の条件はあるものの、
2026年度からの対応は可能との結果となった。

◼ 「業務面」については必ずしも対応可能とは言い切れず、締切時間の後ろ倒しについての検討要望もあった。

◼ その他の項目として、同時市場を含めた検討、ブロック入札の導入、調整力提供者のシステム改修費用の回収
（転嫁）方法についてのご意見も頂いたところ。

◼ このため、次頁以降において「締切時間の後ろ倒し（論点②）」、「同時市場との関係性（論点③）」ならびに
「ブロック入札の導入（論点④）」について検討を行った。

◼ なお、調整力提供者のシステム改修費用の回収（転嫁）方法については、国と連携して検討を行っていきたい。

項目 第37回本小委員会までの整理事項 ヒアリング結果

システム・
業務制約
（BG）

システム面 一部の調整力提供者は2026年度初めからの対応が困難
システム改修要件が早期に提示されることを条件に2026年度
初めからの対応可能

業務量 一部の調整力提供者が応札に間に合わない可能性あり
必ずしも対応可能とは言い切れない。締切時間の後ろ倒しを
含めて検討をお願いしたい（後述の論点②として検討）

振り分け入札 一部の調整力提供者が対応不可
システム化あるいは一定の割り切りを行うことで、振り分け入札
を行うことは可能

【ヒアリング項目】

ヒアリングにおけるご意見 対 応

同時市場についての議論も行われていることから、これも含めた検討が必要ではないか 後述の論点③として検討

応札不足解消との観点からは、需給調整市場へのブロック入札の導入についての議論も進めるべきではないか 後述の論点④として検討

調整力提供者のシステム改修に要した費用が回収（転嫁）できるかどうかの懸念がある 国と連携して検討

【ヒアリング項目以外のご意見】
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24論点② 前日14時の応札締切時間の後ろ倒しについて（１／２）

◼ 前述のヒアリングにおいて、前日14時の応札締切時間の後ろ倒しについても検討要望があったところ。

◼ この点について検討するにあたり、まずは現行の実需給前日にどのような関連業務があるのか確認を行った。

◼ 以下のとおり、前日には需給調整市場以外にも様々な業務が存在し、その中でも平常時より、下げ代不足や需給
ひっ迫といった緊急時における業務が多いことが確認できる。

前日
当日

AM PM

下げ代
不足

需給
ひっ迫

12時

BG翌日計画
締切

14時 15時 17時

時間前市場
開場

GC一次～三次①
三次②入札締切

一次～三次①
三次②約定

16時

長周期送受電量算定

長周期
決定

指示内容
順次送信※1

再エネ等抑制
指示送信開始

再エネ等
抑制指示
締切

17時

17.5時

TSO計画
締切

優先給電ルール
に基づく対応

16.5時

翌日バランス・
再エネ等抑制量および
対象事業者決定

過去実績から1H程度必要
（現状は確保できている）

12時 14時 15時 17時16時 17.5時

BG翌日計画
締切

時間前市場
開場

GC一次～三次①
三次②入札締切

一次～三次①
三次②約定

TSO計画
締切

14時

需給ひっ迫警報用
バランス提出

15時

広域予備率(速報)
共有

（対応:広域）
集約※2需給ひっ迫警報用

バランス作成

16時

需給ひっ迫警報
発令

（対応:国）
準備※2

※2 対応は広域機関または国において行うが、TSOの協力が不可欠であり、事実上はTSOも対応することとなる

需給ひっ迫時
の対応

※1 インターネット回線により順次送信するため、30分程度の時間を要する

需給バランスの見直し、関係箇所共有



25論点② 前日14時の応札締切時間の後ろ倒しについて（２／２）

◼ また、前日14時の応札締切時間の後ろ倒し※を行う場合、需給調整市場約定後の関連業務含め後ろ倒しするか
等、下記のいくつかのケースについての検討が必要と考えられる。

◼ 一例として、関連業務を後ろ倒す場合（ケース②）は、優先給電ルールや需給ひっ迫時の対応等を後ろ倒すことも
検討が必要となり、また、応札締切時間や関連業務を現行どおりとする場合（ケース③）は、今回のヒアリング結果
を踏まえた検討が必要となる。

◼ このため、これらについては国とともに検討を行ったうえで、応札締切時間の後ろ倒しを行うことが可能か否かについて、
別途お示しすることとしたい。

考えられるケース 検討項目

ケース①
応札締切時間：後ろ倒し
関連業務 ：現行どおり

・TSO始め、関連する事業者の対応が可能か
・対応が可能な場合、どの程度の後ろ倒しが可能か

ケース②
応札締切時間：後ろ倒し
関連業務 ：後ろ倒し

・関連業務の後ろ倒しにより、どのような影響があるか
（関連業務の後ろ倒しが可能か）
・関連業務への影響を踏まえ、どの程度後ろ倒しが可能か

ケース③
応札締切時間：現行どおり
関連業務 ：現行どおり
（上記２ケースとも対応ができない場合）

・調整力提供者へのヒアリング結果も踏まえ、どのように対応するか

※ 応札締切時間の後ろ倒しを行う場合、約定結果の通知時刻もその分後ろ倒しとなる
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◼ 国での議論においては、中長期的な観点で電力システム全体のあるべき仕組み（同時市場）を検討しつつ、足元
で対応可能な施策の検討も進めることとされており、本施策（前日取引化）は後者に該当すると考えられる。

出所）第1回あるべき卸電力市場、需給調整市場及び需給運用の実現に向けた実務検討作業部会（2022年7月29日）資料5
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/oroshi_jukyu_kento/pdf/001_05_00.pdf

論点③ 同時市場との関係性について（１／２）

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/oroshi_jukyu_kento/pdf/001_05_00.pdf


28同時市場との関係性について（2/2）

◼ 一方、あるべき仕組み（同時市場）と足元で対応可能な施策（前日取引化）の実現が時間的に近い可能性も
あり、本当に足元の施策を実施すべきか（実施することが効率的か）といったご意見を頂いているところ。

◼ この点、応札不足解消は市場として本来必要なことであり、また、同時市場自体も現時点で導入決定したものでは
ない（導入年次について見通しが立っているわけではない）ものの、頂いたご意見を踏まえて、仮に前日取引化が
短期間（数年間）で終わったとしても社会全体として有益かについて検討（費用対便益の試算）を行った。

◼ 前日取引化により、応札不足分が解消された（市場調達された）とした場合の便益は、90～100億円／年程度
であり、2ヵ年あれば費用（100～150億円）を上回り、また前日取引の実施期間は少なくとも2.5年以上ある等、
社会全体として有益な取組みと評価できることから、引き続き、2026年度に前日取引化を実現することを目指す
方向性は合理的と考えられる（前述のとおり、システム改修費用の回収（転嫁）方法について、別途検討要）。

調達費用見通し※1 便益（推定値）

約3,000億円/年 90～100億円/年

【期待される便益】

システム改修費用（推定値）※2

100～150億

【見込まれるシステム改修費用】

※1 託送供給等に係る収入見通し申請資料における2024年度～2027年度の一次～三次①調達費用の全エリア合計の平均値を基に算出
※2 一般送配電事業者および調整力提供者が所有するシステムの改修費用を試算

（便益算出イメージ）

市場調達分
調達費用

応札不足分
（市場外調達）
調達費用 市場調達により減少

便益

応札不足解消

スケジュール変更前 スケジュール変更後



29（参考） 便益の算出

◼ 取引スケジュールの変更（前日取引化）により、応札不足分が解消された（市場調達された）場合、広域調達
の進展が図られると考えられることから、便益としては90～100億円／年程度発生すると想定される。

A：調達費用見通し※1 B：効率的な調達による調達量低減効果 C：取引スケジュール変更前の応札不足率※3 D：広域調達（市場調達）による低減効果※4

約3,000億円/年 20～30%※2 10% 30%

約3,000億
（A）

現
状
の

調
達
費
用

調
達
量
低
減
後
の

調
達
費
用

約2,100億

約3,000億
（E）

B=30%の場合
Aから30%低減

1-D=0.7で
割り戻し

全
量
エ
リ
ア
内

(

市
場
外)

調
達
と

仮
定
し
た
場
合
の

調
達
費
用

（前提条件）
・取引スケジュール変更前の応札不足分は全量エリア内（市場外）調達を行う前提で金額を評価（①）
・取引スケジュール変更により応札不足が解消し、市場調達を行う前提で金額を評価（②）

【算出方法】
1年あたりの便益 ＝ ① ー ②

C=10%のためE×0.1が
応札不足分の金額と評価なる

約300億
（①）

（便益の算出）

応
札
不
足
分
の

調
達
費
用
（
①
）

応
札
不
足
分
の

調
達
費
用
（
①
）

約210億
（②）

市場調達されることにより
調達費用が30%(D)低減

市
場
調
達
時
の

調
達
費
用
（
②
）

便益＝①－②
＝90～100億約300億

（①）

※1 託送供給等に係る収入見通し申請資料における2024年度～2027年度の一次～三次①調達費用の全エリア合計の平均値を基に算出
※2 効率的な調達により、20～30%の低減効果があると仮定（試算中）
※3 週間取引に伴う需要変動リスク等（電源脱落リスク含む）が各調整力提供者毎に残ることから、調整力必要量の10％（50～100万kW程度）は応札不足が残ると仮定
※4 2021年度三次②取引実績における広域調達の効果（試算値）と同程度の効果があると仮定

（①の算出）



30（参考） 2021年度の三次②取引実績による広域調達の効果

出所）第64回制度検討作業部会（2022年4月25日）資料5-1
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/064_05_01.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/064_05_01.pdf


31（参考） あるべき仕組み（同時市場）の実現時期目途

出所）第33回需給調整市場検討小委員会（2022年11月2日）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_33_haifu.html

◼ あるべき仕組み（同時市場）の実現には、Three-Part Offerと同じ機能を具備する次期中給システムの運開が
必要であり、1社目の運用開始は早くとも2028年度下期以降（前日取引の実施期間は少なくとも2.5年以上）。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_33_haifu.html
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33論点④ 複数時間指定入札（ブロック入札）の導入について

◼ 前述のヒアリングにおいて、バランス停止機を応札するにあたって、起動費等のコスト回収漏れリスクを低減する観点
から、複数時間指定入札（いわゆるブロック入札）の導入についてご意見を頂いたところ。

◼ この点について、ブロック入札の導入により、歯抜け約定リスクが低減されることから、調整力提供者のコスト回収漏れ
リスクは低減される一方で、当該商品全量が未約定になる等による約定量の影響や、導入に伴うシステム改修期間
について検討が必要となる。

◼ また、調整力提供者の応札量に与える影響についても検討する必要があるところ。

◼ これらを踏まえ、「Ⅰ.調整力提供者のコスト回収」、「Ⅱ.応札量および約定量への影響」 および「Ⅲ.システム改修」
の3つの観点から検討を行った。

項目 論点

Ⅰ 調整力提供者のコスト回収 調整力提供者の起動費等のコスト回収漏れリスクをどう考えるか

Ⅱ 応札量および約定量への影響 応札不足が顕在化している中でどの様な影響が想定されるか

Ⅲ システム改修
応札不足対応に関する他の案件のシステム改修スケジュールを踏まえた場合、
どのような対応となるか



34（参考） 複数時間指定入札（ブロック入札）の導入

出所）第25回需給調整市場検討小委員会（2021年9月17日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_25_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_25_haifu.html


35（参考） 複数時間指定入札（ブロック入札）

◼ 現在、需給調整市場において、応札不足が継続しており、その対策の1つとして、ブロック時間を３時間から30分に
短縮することを検討している（三次②：2025年度導入予定、一次～三次①：2026年度導入を目指す）。

◼ ブロック時間短縮は、需給バランス作成単位での約定（募集・入札）が可能となることで、事業者にとって、応札量
を増加しやすい状況になる一方で、約定単位が30分（48コマ/日）となることで歯抜け約定のリスクが増加する。

◼ これらの歯抜け約定リスクによる調整力提供者の起動費のコスト回収漏れに対応するものが、ブロック入札である。

出所）第36回制度設計専門会合（2019年2月15日）資料5
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/036_05_00.pdf

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/036_05_00.pdf


36（参考） 歯抜け約定

◼ 需給調整市場においては、誤差に対応するための余力（ΔkW）を取引しており、調整力提供者は、自身の最適
バランスを変更して、余力を作り出すことにより応札している。応札費用については、この余力を作り出すために要した
コスト（逸失利益や持ち替え増分費用、起動費）を計上することとなる。

◼ ブロック時間を短縮した場合、市場約定結果として、以下のような歯抜け約定となることがある。このような場合には、
調整力提供者にとってはコストの回収漏れが発生することなり、回収漏れを回避するためには、未約定となったコマに
おいて、最適バランスとする対応が必要である。他方、現実的には、短時間での起動停止が可能なリソースは少なく、
実質的に最適バランスとすることができない場合がある。

◼ なお、こうした事例は、従来の3時間ブロックでも生じることであったものの、ブロック時間が30分となることにより、頻度
が増加すること、また時間短縮により起動停止できるリソースが限られることが課題となる。

最適バランス（9:00~12:00)

単価[円/kWh]
8 9 10

100

応札バランス（9:00~12:00)

単価[円/kWh]
8 9 10

100

50

応札可能量
応札のために係る費用
持替増分費用：1×50×6コマ=300円
起動費：900円
合計1,200円（200円/コマ）

時刻

募集量
(100)

1コマあたり200円で応札結果、
3コマのみが約定
⇒要したコストの半分しか
回収できない。

200円より安価な他の応札により未約定

9:00 12:00

約定結果

※ 実際には円/kW・30分単位で入札



37（Ⅰ）調整力提供者のコスト回収について

◼ 歯抜け約定による起動費等のコスト回収漏れリスクについては、3時間ブロックで取引が行われている現在においても
存在しており、これに対する対応方針が第79回制度設計専門会合（2022年11月25日）において示され、需給
調整市場ガイドラインの見直しが行われることとなった。

◼ これにより、回収漏れが生じた起動費等については、当該年度の先々の取引において計上することが可能となること
から、調整力提供者の起動費等のコスト回収漏れリスクについて、価格規律の観点からは一定の手当てがなされて
いる（歯抜け約定リスクによる応札見合わせはほとんど存在しない）と考えられるのではないか。

出所）第79回制度設計専門会合（2022年11月25日）資料3
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/079_03_00.pdf

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/079_03_00.pdf


38（Ⅱ）応札量および約定量への影響について（１／２）

◼ 前述の価格規律による、一定の手当て（歯抜け約定リスクによる応札見合わせはほとんど存在しないこと）を前提
として、続いて、ブロック入札導入による、応札量および約定量に与える影響について検討を行った。

◼ この点について、取引スケジュールの変更や30分化を踏まえた場合、応札量を算出するうえでの供出可能な余力に
ついては30分コマ単位で算出されることとなる（30分毎に異なった量となる）。

◼ そのうえで、ブロック入札を行った場合には、応札量については指定したブロック内余力の最小値となることが想定され、
結果的に応札量が減少することも考えられる。

◼ こうしたことを踏まえると、ブロック入札により必ずしも応札量が増加するとは言えないのではないか。

1

コ
マ
目

2

コ
マ
目

3

コ
マ
目

4

コ
マ
目

5

コ
マ
目

余力

1

コ
マ
目

2

コ
マ
目

3

コ
マ
目

4

コ
マ
目

5

コ
マ
目

応札量

1

コ
マ
目

2

コ
マ
目

3

コ
マ
目

4

コ
マ
目

5

コ
マ
目

応札量
（ブロック内の最小値となることが
想定される）

ブロックとして指定

ブロック入札無し

ブロック入札有り

【応札量への影響イメージ】



39（Ⅱ）応札量および約定量への影響について（２／２）

◼ また、約定処理については調整力提供者のニーズを踏まえると、全量約定または全量未約定とすることが望ましい。

◼ 他方で、募集量については、最適な募集量とするため、30分単位で算出することが望ましく、時間帯によって募集量
の多寡が生じうるため、仮に募集量が少ない時間帯に他事業者の応札によりブロック入札が未約定になってしまうと、
他の時間帯も含めて、全量未約定となる。

◼ 言い換えれば、ブロック入札により約定量が減少する可能性があるとも考えられるところ。

◼ これらに加えて、前述の応札量への影響を考えると、ブロック入札の導入により応札不足（調達不足）を助長する
可能性も否定できないと考えられる。
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【約定量への影響イメージ】
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40（Ⅲ）システム改修について

◼ また、ブロック入札を導入するにあたっては、現行の約定ロジックの見直しが必要となる。

◼ この点について、2024年度からの運開に向け開発中の複合約定ロジックに影響があること、並びに応札不足対応に
伴う改修案件が輻輳していることから、第37回本小委員会においてお示ししたとおり、2026年度までは対応が困難
と考えられ、それ以降の改修着手（実現はさらに先）になると想定される。

◼ なお、現在検討が進められている同時市場においては、一定期間の連続性を考慮した約定方法となるため、歯抜け
約定のリスクは解消（大幅に低減）される見込みとなっている。

出所）第37回需給調整市場検討小委員会（2023年3月28日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_37_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_37_haifu.html


41（参考）同時市場における電源起動（停止）の考え方

出所）第2回あるべき卸電力市場、需給調整市場及び需給運用の実現に向けた実務検討作業部会（2022年10月4日）資料4
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/oroshi_jukyu_kento/pdf/001_05_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/oroshi_jukyu_kento/pdf/001_05_00.pdf


42複数時間指定入札（ブロック入札）の導入について（まとめ）

◼ ブロック入札の導入目的である歯抜け約定による起動費等のコスト回収漏れリスクについては、価格規律の見直しに
より一定の手当が行われており、そのリスクは低減されていると考えられる。

◼ 応札量や約定量への影響については、応札不足（調達不足）を助長する可能性が否定できず、システム改修に
ついても2026年度以降の改修着手になり、導入は更に遅くなると想定される。

◼ 上記を踏まえると、前述の前日取引化とは異なり、社会全体としての有益性が少なく、また、同時市場が導入された
場合には、活用時期は相当程度短くなると想定されることから、ブロック入札の導入については、基本的には見送る
方向としてはどうか。

◼ なお、今後、大きな状況変化等があった場合には、再度検討を行うこととしたい。

項目 論点 検討結果

Ⅰ 調整力提供者のコスト回収
調整力提供者の起動費等のコスト回収漏れリスクを
どう考えるか

価格規律の見直しにより一定の手当済み

Ⅱ 応札量および約定量への影響
応札不足が顕在化している中でどの様な影響が想定
されるか

応札不足（調達不足）を助長する可能性が否定
できない

Ⅲ システム改修
応札不足対応に関する他の案件のシステム改修スケ
ジュールを踏まえた場合、どの様な対応となるか

2026年度以降の改修着手となり、導入は更に遅く
なると想定される



43
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44まとめ

＜ヒアリング結果＞

✓「システム面」・「振り分け入札」については、システム改修要件の早期提示や一定の割り切り等の条件はあるものの、
2026年度からの対応は可能との結果となった

✓「業務面」については必ずしも対応可能とは言い切れず、締切時間の後ろ倒しについての検討要望もあったため、
これについての検討を行った

✓なお、調整力提供者のシステム改修費用の回収（転嫁）方法については、国と連携して検討を行っていきたい

＜前日14時の応札締切時間の後ろ倒し＞

✓前日には需給調整市場以外にも様々な業務が存在し、緊急時（下げ代不足、需給ひっ迫）業務が多い

✓前日14時の応札締切時間の後ろ倒しを行う場合、需給調整市場約定後の関連業務含め後ろ倒しするか等、
いくつかのケースについての検討が必要と考えられるため、これらについて国とともに検討を行ったうえで、応札締切
時間の後ろ倒しを行うことが可能か否かについて、別途お示しすることとしたい

＜同時市場との関係について＞

✓あるべき仕組み（同時市場）と、足元で対応可能な施策（前日取引化）の実現が、思いのほか近い可能性は
あるものの、社会全体として有益な取組みと評価できることから、引き続き、2026年度に前日取引化を実現する
ことを目指す方向性は合理的と考えられる

＜複数時間指定（ブロック）入札の導入＞

✓社会全体としての有益性が少なく、また同時市場が導入された場合には、活用時期は相当程度短くなると想定
されることから、ブロック入札の導入については、基本的には見送る方向としてはどうか

◼ 上記を踏まえ、引き続き、2026年度に前日取引化を実現することを目指し、国と連携の上、検討を行っていく。


